
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
設
備
運
営
基
準
に
つ
い
て

 

○
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
質
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
子
ど
も
・
子
育
て
関
連
３
法
に
よ
る
児
童
福
祉
法
の
改
正
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の

設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
、
省
令
で
定
め
る
基
準
を
踏
ま
え
、
市
町
村
が
条
例
で
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た

 
○

 
こ
の
た
め
、
「
社
会
保
障
審
議
会
児
童
部
会
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
基
準
に
関
す
る
専
門
委
員
会
」
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、
平
成

2
6
年
４

月
に
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
（
平
成

2
6
年
厚
生
労
働
省
令
第

6
3
号
）
を
策
定
・
公
布
し
た

 

＜
主
な
基
準
＞

 

○
 
専
用
区
画
（
遊
び
・
生
活
の
場
と
し
て
の
機
能
、
静
養
す
る
た
め
の

機
能
を
備
え
た
部
屋
又
は
ス
ペ
ー
ス
）
等
を
設
置

 

○
 
専
用
区
画
の
面
積
は
、
児
童
１
人
に
つ
き
お
お
む
ね

1
.6

5
㎡
以
上

 

○
 
放
課
後
児
童
支
援
員

（
※
１
）
を
、
支
援
の
単
位
ご
と
に
２
人
以
上
配

置
（
う
ち
１
人
を
除
き
、
補
助
員
の
代
替
可
）

 

※
１

 
保
育
士
、
社
会
福
祉
士
等
（
「
児
童
の
遊
び
を
指
導
す
る
者
」
の
資
格
を
基

本
）
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
者

（
※
２
）
 

※
２

 
平
成

3
2
年
３
月

3
1日

ま
で
の
間
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
を
修
了
し

た
者
に
、
修
了
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
者
を
含
む
 

○
 
土
、
日
、
長
期
休
業
期
間
等
（
小
学
校
の
授
業
の
休
業
日
）

 
 
→

 
原
則
１
日
に
つ
き
８
時
間
以
上

 

○
 
平
日
（
小
学
校
授
業
の
休
業
日
以
外
の
日
）

 
 
→

 
原
則
１
日
に
つ
き
３
時
間
以
上

 

※
 
そ
の
地
方
に
お
け
る
保
護
者
の
労
働
時
間
、
授
業
の
終
了
時
刻
等
を
考
慮
し
て

事
業
を
行
う
者
が
定
め
る

 

○
 
原
則
１
年
に
つ
き

2
5
0
日
以
上

 

※
 
そ
の
地
方
に
お
け
る
保
護
者
の
就
労
日
数
、
授
業
の
休
業
日
等
を
考
慮
し
て
、

事
業
を
行
う
者
が
定
め
る

 

○
 
一
の
支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
（
集
団
の
規
模
）
は
、

 
 
お
お
む
ね

4
0
人
以
下

 

○
 
支
援
は
、
留
守
家
庭
児
童
に
つ
き
、
家
庭
、
地
域
等
と
の
連
携
の
下
、

発
達
段
階
に
応
じ
た
主
体
的
な
遊
び
や
生
活
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
児

童
の
自
主
性
、
社
会
性
及
び
創
造
性
の
向
上
、
基
本
的
な
生
活
習
慣
の

確
立
等
を
図
り
、
も
っ
て
当
該
児
童
の
健
全
な
育
成
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

○
 
非
常
災
害
対
策
、
児
童
を
平
等
に
取
り
扱
う
原
則
、
虐
待
等
の
禁
止
、
衛
生
管
理
等
、
運
営
規
程
、
帳
簿
の
整
備
、
秘
密
保
持
等
、
苦
情
へ
の
対
応
、

保
護
者
と
の
連
絡
、
関
係
機
関
と
の
連
携
、
事
故
発
生
時
の
対
応

 
 
な
ど

 

そ
の
他
（
参
酌
す
べ
き
基
準
）

 

※
職
員
の
み
従
う
べ
き
基
準
（
他
の
事
項
は
参
酌
す
べ
き
基
準
）

 

支
援
の
目
的
（
参
酌
す
べ
き
基
準
）
（
第
５
条
）

 

職
員
（
従
う
べ
き
基
準
）
（
第
１
０
条
）

 

開
所
日
数
（
参
酌
す
べ
き
基
準
）
（
第
１
８
条
）

 

開
所
時
間
（
参
酌
す
べ
き
基
準
）
（
第
１
８
条
）

 

児
童
の
集
団
の
規
模
（
参
酌
す
べ
き
基
準
）
（
第
１
０
条
）

 

設
備
（
参
酌
す
べ
き
基
準
）
（
第
９
条
）
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放
課
後
児
童
支
援
員
に
係
る
都
道
府
県
認
定
資
格
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要

 

 ○
 
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
「放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」（
平
成
２
６
年
厚
生
労
働
省
令
第
６
３
号
。
以
下
「基
準
」と
い
う
。
）
 

 
に
基
づ
き
、
基
準
第
１
０
条
第
３
項
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
、
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
必
要
と
な
る
基
本
的
生
活
習
慣
の
習
得
の
援
助
、

 
 
自
立
に
向
け
た
支
援
、
家
庭
と
連
携
し
た
生
活
支
援
等
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
し
、
有
資
格
者
と
な
る
た
め
の
都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
（
以
下

 
 
「認
定
資
格
研
修
」と
い
う
。
）
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
に
策
定
す
る
も
の
。

 

○
 
認
定
資
格
研
修
は
、
一
定
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
基
準
第
１
０
条
第
３
項
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
、
放
課
後
児
童
健
全

 
 
育
成
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
）
に
従
事
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
補
完
し
、
新
た
に
策
定
し
た
基
準
及
び
放
課
後
児
童

 
 
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
（
平
成
２
７
年
３
月
３
１
日
雇
児
発
０
３
３
１
第
３
４
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・児
童
家
庭
局
長
通
知
）
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
の

 
 
役
割
及
び
育
成
支
援
の
内
容
等
の
共
通
の
理
解
を
得
る
た
め
、
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
最
低
限
の
知
識
及
び
技
能
の
習
得
と
そ
れ
を
実
践
す
る
際
の
基
本

 
 
的
な
考
え
方
や
心
得
を
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
も
の
。

 

基
本
的
考
え
方
 

研
修
内
容
等
 

事
 
 
項

 
主

 
 

 
 

 
 

 
 

 
な

 
 

 
 

 
 

 
 

 
内

 
 

 
 

 
 

 
 

 
容

 

実
施
主
体

 
都
道
府
県

 
（都
道
府
県
が
認
定
資
格
研
修
を
実
施
す
る
上
で
適
当
と
認
め
る
市
区
町
村
、
民
間
団
体
等
に
一
部
委
託
可
）
 

実
施
内
容

 

 
定
員

 
１
回
の
研
修
の
定
員
は
、
お
お
む
ね
１
０
０
名
程
度
ま
で
を
想
定
（認
定
資
格
研
修
の
効
果
に
支
障
が
生
じ
な
い
限
り
、
都
道
府
県
の
実

情
に
応
じ
て
お
お
む
ね
１
０
０
名
程
度
を
上
回
る
定
員
の
設
定
も
可
）
 

 
研
修
項
目
・
科
目

 
 
及
び
時
間
数
等

 
研
修
項
目
・科
目
、
研
修
時
間
数
等
は
、
別
紙
の
と
お
り
（講
義
及
び
演
習
を
合
わ
せ
て
２
４
時
間
）
（
都
道
府
県
の
実
情
に
応
じ
て
研
修

科
目
等
を
追
加
し
て
の
実
施
も
可
）。
授
業
形
態
は
、
適
宜
演
習
を
取
り
入
れ
た
り
す
る
な
ど
し
て
学
び
を
深
め
る
よ
う
な
工
夫
が
必
要
。

 
特
に
、
講
師
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
認
定
資
格
研
修
を
適
切
に
実
施
、
指
導
で
き
る
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
十
分
配
慮
す
る
必
要
が

あ
る
。

 

 
研
修
期
間
等

 
１
回
の
研
修
の
期
間
は
、
原
則
と
し
て
２
～
３
か
月
以
内
で
実
施
（
都
道
府
県
の
実
情
に
応
じ
て
２
期
に
分
け
て
実
施
す
る
な
ど
６
か
月
の

範
囲
内
で
の
実
施
も
可
）
 

研
修
の
時
間
帯
及
び
曜
日
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
の
実
情
に
応
じ
て
受
講
者
が
受
講
し
や
す
い
よ
う
適
宜
工
夫
が
必
要
。

 

 
研
修
教
材

 
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
適
切
に
実
施
す
る
上
で
適
当
な
も
の
を
使
用

 

 
科
目
の
一
部
免
除

 
既
に
取
得
し
て
い
る
資
格
等
に
応
じ
て
、
以
下
の
と
お
り
、
研
修
科
目
の
一
部
に
つ
い
て
免
除
が
可
能
。

 

平
成

2
8
年

1
月

1
3
日

 現
在

 
【
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
（
平
成
２
７
年
５
月
２
１
日
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
】
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事
 
 
項

 
主

 
 

 
 

 
 

 
 

 
な

 
 

 
 

 
 

 
 

 
内

 
 

 
 

 
 

 
 

 
容

 

 
科
目
の
一
部
免
除

 
（
続
き
）
 

 
①

 
基
準
第
１
０
条
第
３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者

 
 

 
 

 
「２
－
④

 
子
ど
も
の
発
達
理
解
」、
「２
－
⑤

 
児
童
期
（６
歳
～
１
２
歳
）の
生
活
と
発
達
」、
「
２
－
⑥

 
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の

 
 

 
 
理
解
」、
「２
－
⑦

 
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
理
解
」
 
（計
４
科
目
） 

 
②

 
基
準
第
１
０
条
第
３
項
第
２
号
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者

 
 

 
 

 
「２
－
⑥

 
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
理
解
」、
「２
－
⑦

 
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
理
解
」
 
（計
２
科
目
） 

 
③

 
基
準
第
１
０
条
第
３
項
第
４
号
に
規
定
す
る
教
諭
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者

 
 

 
 

 
「２
－
④

 
子
ど
も
の
発
達
理
解
」、
「２
－
⑤

 
児
童
期
（６
歳
～
１
２
歳
）の
生
活
と
発
達
」
 
（計
２
科
目
） 

         

 
既
修
了
科
目
の

 
 
取
扱
い

 
受
講
者
が
認
定
資
格
研
修
受
講
中
に
、
他
の
都
道
府
県
に
転
居
し
た
場
合
や
病
気
等
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
認
定
資
格
研
修

の
一
部
を
欠
席
し
た
場
合
等
に
お
け
る
既
修
了
科
目
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
既
に
履
修
し
た
も
の
と
み
な
し
、
認
定
資
格
研
修
を
実
施

し
た
都
道
府
県
は
、
受
講
者
に
対
し
「
一
部
科
目
修
了
証
」の
発
行
が
可
能
。

 
 

 
修
了
評
価

 
研
修
修
了
者
の
質
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、
適
正
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
都
道
府
県
は
、
例
え
ば
、
１
日
単
位
で
レ
ポ
ー
ト
又
は

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
トを
提
出
さ
せ
る
な
ど
、
各
受
講
者
が
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
業
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
最
低
限
の
知
識
・技
能

の
習
得
と
そ
れ
を
実
践
す
る
際
の
基
本
的
な
考
え
方
や
心
得
の
認
識
を
確
認
。

 
 受
講
者
が
提
出
す
る
レ
ポ
ー
ト又
は
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
トに
は
、
科
目
の
履
修
又
は
認
定
資
格
研
修
全
体
を
通
じ
て
学
ん
だ
こ
と
、
理
解
し
た

こ
と
、
今
後
役
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
研
修
講
師
の
評
価
な
ど
を
記
載
し
て
も
ら
う
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、
レ
ポ
ー
ト
又
は
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー

ト自
体
に
理
解
度
の
評
価
（
判
定
）を
行
っ
て
、
科
目
履
修
の
可
否
を
決
定
す
る
こ
と
ま
で
は
想
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
。

 
 

 
【免
除
の
考
え
方
】
 

○
基
準
第
１
０
条
第
３
項
に
規
定
す
る
保
育
士
又
は
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
り
、
小
学
校

 
 
等
の
教
諭
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
国
が
定
め
た
公
的
な
養
成
課
程
に
お
い
て
必
要
な
科
目
を
履
修
し
、
一
定

 
 
の
資
質
が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
認
定
資
格
研
修
で
受
講
し
た
と
同
等
の
基
礎
的
な
知
識
等
を
既
に
有
し

 
 
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
科
目
に
つ
い
て
の
み
免
除
を
行
う
こ
と
と
し
、
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
必
要
な
専
門
性
に
係
る
知
識

 
 
及
び
技
能
の
習
得
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
は
免
除
の
対
象
と
し
な
い
。
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事
 
 
項

 
主

 
 

 
 

 
 

 
 

 
な

 
 

 
 

 
 

 
 

 
内

 
 

 
 

 
 

 
 

 
容

 

実
施
手
続

 

 
受
講
の
申
込
み

 
 
及
び
受
講
資
格
の

 
 
確
認

 

都
道
府
県
は
、
受
講
希
望
者
が
受
講
の
申
込
み
を
す
る
に
当
た
り
、
市
区
町
村
を
経
由
さ
せ
て
、
受
講
申
込
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
も

 
可
能
。
そ
の
際
、
基
準
第
１
０
条
第
３
項
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
の
確
認
（
各
種
資
格
証
や
修
了
証
明
書
、
実
務
経
験

 
証
明
書
の
原
本
若
し
く
は
そ
の
写
し
等
）を
、
市
町
村
と
連
携
及
び
協
力
し
て
円
滑
に
実
施
。

 
な
お
、
基
準
第
１
０
条
第
３
項
第
９
号
に
該
当
す
る
か
の
確
認
は
、
当
該
市
区
町
村
が
認
定
し
た
こ
と
の
証
し
を
添
付
さ
せ
る
な
ど
の
方
法

に
よ
り
実
施
。

 

 
受
講
者
本
人
の

 
 
確
認

 
都
道
府
県
は
、
受
講
者
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
併
せ
て
行
う
こ
と
と
し
、
住
民
票
の
写
し
、
健
康
保
険
証
、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー

ト等
の
公
的
機
関
発
行
の
証
明
書
等
を
提
出
又
は
提
示
さ
せ
、
本
人
確
認
を
実
施
。

 
な
お
、
こ
れ
ら
の
確
認
を
行
う
に
際
し
て
は
、
受
講
希
望
者
に
対
し
て
、
募
集
時
等
に
必
要
な
情
報
の
周
知
が
必
要
。

 

 
受
講
場
所

 
原
則
と
し
て
、
現
に
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
従
事
し
て
い
る
者
は
そ
の
勤
務
地
の
都
道
府
県
で
、
そ
れ
以
外
の
者
は
現
住
所
地
の
都
道

府
県
で
受
講
。

 

 
修
了
の
認
定
・
 

 
修
了
証
の
交
付

 
都
道
府
県
は
、
認
定
資
格
研
修
の
全
科
目
を
履
修
し
、
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
の
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
し
た
と
認
め
ら

れ
る
者
に
対
し
て
、
修
了
の
認
定
を
行
い
、
全
国
共
通
様
式
に
よ
る
「放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
修
了
証
」
［賞
状
形
式

 
及
び
携
帯
用
形
式
］
を
都
道
府
県
知
事
名
で
交
付
（委
託
は
不
可
）。

 

認
定
等
事
務

 

 
認
定
者
名
簿
の

 
 
作
成

 
都
道
府
県
は
、
「放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
修
了
証
」
を
交
付
し
た
者
の
必
要
事
項
【氏
名
、
生
年
月
日
、
現
住
所
又
は
連

絡
先
、
修
了
年
月
日
、
修
了
証
番
号
等
】を
記
載
し
た
「○
○
都
道
府
県
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
者
名
簿
」
を
作
成
。

 

 
認
定
者
名
簿
の

 
 
管
理

 
都
道
府
県
は
、
認
定
者
名
簿
を
管
理
す
る
に
際
し
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
十
分
留
意
し
て
、
安
全
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
永
年
保
存
と
し
、
修
了
証
の
再
交
付
等
に
対
応
で
き
る
体
制
を
整
備
。

 

 
修
了
証
の
再
交
付

 
 
等

 
都
道
府
県
は
、
認
定
を
受
け
た
者
が
、
認
定
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
内
容
（氏
名
、
現
住
所
又
は
連
絡
先
）に
変
更
が
生
じ
た
こ
と
、
又

は
修
了
証
を
紛
失
（又
は
汚
損
）
し
た
こ
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
際
に
は
、
速
や
か
に
、
修
了
証
の
再
交
付
等
の
手
続
に
対
応
。

 

 
認
定
の
取
消

 
都
道
府
県
は
、
認
定
を
受
け
た
者
が
、
次
の
事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
当
該
者
の
認
定
者
名
簿
か
ら
の
削
除
が
可
能
。

 
 
①

 
虚
偽
又
は
不
正
の
事
実
に
基
づ
い
て
認
定
を
受
け
た
場
合

 
 
②

 
虐
待
等
の
禁
止
（基
準
第
１
２
条
）
に
違
反
し
た
場
合

 
 
③

 
秘
密
保
持
義
務
（基
準
第
１
６
条
第
１
項
）
に
違
反
し
た
場
合

 
 
④

 
そ
の
他
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
の
信
用
失
墜
行
為
を
行
っ
た
場
合

 
な
ど
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※

 
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
実
施
主
体
で
あ
る
都
道
府
県
が
認
定
資
格
研
修
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
研
修
内
容
や
実
施
方
法
等
を
網
羅
的
に
規
定

 
 

 
し
た
も
の
で
あ
り
、
認
定
資
格
研
修
の
一
定
の
質
の
確
保
及
び
国
全
体
と
し
て
の
一
定
の
均
質
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
全
国
共
通
の
基
本
的
な
指
針
と
し
て

 
 

 
位
置
づ
け
る
こ
と
と
し
、
地
方
自
治
法
（昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）第
２
４
５
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
な
助
言
と
し
て
、
「放
課
後
児
童
支
援
員

 
 

 
認
定
資
格
研
修
事
業
（
都
道
府
県
認
定
資
格
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）実
施
要
綱
」
を
平
成
２
７
年
５
月
２
１
日
付
け
で
都
道
府
県
あ
て
通
知
を
発
出
。

 

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
位
置
づ
け
 

認
定
の
仕
組
み
（
都
道
府
県
の
事
務
の
主
な
流
れ
）
 

認
定
資
格
研
修
の

実
施

 
認
定
資
格
研
修
修
了
→
認
定
→
修
了
証
交
付

 

認
定
者
名
簿
の
作
成
・管
理

 
【永
年
保
存
】 

全 国 共 通 で 通 用 す る 

修 了 証 と し て 位 置 づ け 

※
個
人
情
報
の
保
護
に
十
分
留
意

 

受
講
資
格
等
の
確
認

 

市
区
町
村

 
都
道
府
県

 

連 携 ・ 協 力  

基
準
第
１
０
条

第
３
項
第
９
号

の
認
定
は

 
市
区
町
村
が

実
施

 

受
講
申
込
書
の
提
出

 

修 了 前 に 、 他 の 都

道 府 県 に 転 居 又 は

病 気 等 で 欠 席 し た

場 合  

既 修 了 科 目 は 履 修

し た も の と み な し 、

一 部 科 目 修 了 証

を 交 付  

未 修 了 科 目 を 他 の

都 道 府 県 等 で 履 修  

事
 
 
項

 
主

 
 

 
 

 
 

 
 

 
な

 
 

 
 

 
 

 
 

 
内

 
 

 
 

 
 

 
 

 
容

 

研
修
会
参
加
費
用

 
研
修
会
参
加
費
用
の
う
ち
、
資
料
等
に
係
る
実
費
相
当
部
分
、
研
修
会
場
ま
で
の
受
講
者
の
旅
費
及
び
宿
泊
費
に
つ
い
て
は
、
受
講

者
又
は
運
営
主
体
が
負
担
。

 

費
用

 
国
は
、
都
道
府
県
に
対
し
て
、
認
定
資
格
研
修
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
。

 
（
※
）
認
定
資
格
研
修
を
受
講
す
る
際
の
代
替
職
員
の
雇
上
げ
経
費
及
び
研
修
会
場
ま
で
の
旅
費
に
つ
い
て
は
、
運
営
費
に
計
上
。

 

全 国 共 通 の 

「 認 定 者 名 簿  

管 理 シ ス テ ム 」 

を 導 入  
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放
課
後
児
童
支
援
員
に
係
る
都
道
府
県
認
定
資
格
研
修
の
項
目
・
科
目
及
び
時
間
数

 

 
１
．
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
（放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
）の
理
解

 
【
４
．
５
時
間
（
9
0
分
×

3
）
】 

 
 

 
①

 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
目
的
及
び
制
度
内
容

 
 
 

 
②

 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
一
般
原
則
と
権
利
擁
護

 
 
 

 
③

 
子
ど
も
家
庭
福
祉
施
策
と
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

 

 
２
．
子
ど
も
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
知
識

 
【
６
．
０
時
間
（
9
0
分
×

4
）】

 

 
 

 
④

 
子
ど
も
の
発
達
理
解

 
 
 

 
⑤

 
児
童
期
（６
歳
～
１
２
歳
）の
生
活
と
発
達

 
 
 

 
⑥

 
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
理
解

 
 
 

 
⑦

 
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
理
解

 

 
３
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
子
ど
も
の
育
成
支
援

 
【
４
．
５
時
間
（
9
0
分
×

3
）
】 

 
 

 
⑧

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
通
う
子
ど
も
の
育
成
支
援

 
 
 

 
⑨

 
子
ど
も
の
遊
び
の
理
解
と
支
援

 
 
 

 
⑩

 
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
育
成
支
援

 

 
４
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
保
護
者
・学
校
・地
域
と
の
連
携
・協
力

 
【
３
時
間
（
9
0
分
×

2
）
】 

 
 

 
⑪

 
保
護
者
と
の
連
携
・
協
力
と
相
談
支
援

 
 
 

 
⑫

 
学
校
・
地
域
と
の
連
携

 

 
５
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
安
全
・
安
心
へ
の
対
応

 
【
３
時
間
（
9
0
分
×

2
）】

 

 
 

 
⑬

 
子
ど
も
の
生
活
面
に
お
け
る
対
応

 
 
 

 
⑭

 
安
全
対
策
・
緊
急
時
対
応

 

 
６
．
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
求
め
ら
れ
る
役
割
・
機
能

 
【
３
時
間
（
9
0
分
×

2
）】

 

 
 

 
⑮

 
放
課
後
児
童
支
援
員
の
仕
事
内
容

 
 
 

 
⑯

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
管
理
と
運
営
主
体
の
法
令
の
遵
守

 
合
計

 
２
４
時
間
（１
６
科
目
） 

別
 
紙
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「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
」
策
定
の
経
緯
及
び
ポ
イ
ン
ト

 

  
○

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
は
、
平
成

1
9年
に
「放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定
し
、
運
営
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
基
本
的

 
 

 
事
項
を
示
す
こ
と
で
、
各
市
町
村
に
お
け
る
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
取
組
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
  
○

 
平
成

2
4
年
の
児
童
福
祉
法
の
改
正
に
よ
り
、
市
町
村
は
、
国
が
省
令
で
定
め
る
設
備
及
び
運
営
の
基
準
を
踏
ま
え
て
条
例
で
基
準
を
定
め

 
 

 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
国
に
お
い
て
、
平
成

2
6年

4月
に
「放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

 
 

 
2
6
年
厚
生
労
働
省
令
第

6
3号
）」
を
策
定
し
、
全
国
的
に
一
定
水
準
の
質
の
確
保
に
向
け
た
取
組
を
よ
り
一
層
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

 
  
○

 
平
成

2
7
年

4
月
か
ら
は
、
省
令
基
準
を
踏
ま
え
て
各
市
町
村
に
お
い
て
策
定
さ
れ
る
条
例
に
基
づ
き
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
が
運
営
さ
れ
る
こ
と

 
 

 
に
な
る
が
、
そ
の
運
営
の
多
様
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
集
団
の
中
で
子
ど
も
に
保
障
す
べ
き
生
活
環
境
や
運
営
内
容

 
 

 
の
水
準
を
明
確
化
し
、
事
業
の
安
定
性
及
び
継
続
性
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

 
  
○

 
こ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
「放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」を
見
直
し
、
国
と
し
て
運
営
及
び
設
備
に
関
す
る
よ
り
具
体
的
な
内
容
を
定
め
た

 
 

 
運
営
指
針
を
新
た
に
策
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

 

策
定
の
必
要
性

 

策
定
の
３
つ
の
視
点

 

①
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
実
態
の
多

 
 
様
性
を
踏
ま
え
、
「最
低
基
準
」と
し
て
で
は

 
 
な
く
、
望
ま
し
い
方
向
に
導
い
て
い
く
た
め
の

 
 
「
全
国
的
な
標
準
仕
様
」
と
し
て
の
性
格
を

 
 
明
確
化

 

②
 
子
ど
も
の
視
点
に
立
ち
、
子
ど
も
の
最
善

 
 
の
利
益
を
保
障
し
、
子
ど
も
に
と
っ
て
放
課

 
 
後
児
童
ク
ラ
ブ
が
安
心
し
て
過
ご
せ
る
生
活

 
 
の
場
と
な
る
よ
う
に
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

 
 
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
再
確
認
し
、
そ
の
役

 
 
割
及
び
機
能
を
適
切
に
発
揮
で
き
る
よ
う
な

 
 
観
点
で
内
容
を
整
理

 

③
 
子
ど
も
の
発
達
過
程
や
家
庭
環
境
な
ど

 
 
も
考
慮
し
て
、
異
な
る
専
門
性
を
有
し
て

 
 
従
事
し
て
い
る
放
課
後
児
童
支
援
員
等
が

 
 
子
ど
も
と
ど
の
よ
う
な
視
点
で
関
わ
る
こ
と
が

 
 
求
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
共
通
の
認
識
を

 
 
得
る
た
め
に
必
要
と
な
る
内
容
を
充
実

 

省
令
基
準
及
び
運
営
指
針
に
沿
っ
た
一
定
水
準
の
質
を
確
保
し
た
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
全
国
展
開
を
図
る
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①

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
特
性
で
あ
る
「
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
と
遊
び
及
び
生
活
の
支
援
」
を
「育
成
支
援
」と
定
義
し
、
そ
の
育
成
支
援
の

 
 
 

 
基
本
的
な
考
え
方
等
を
第
１
章
の
総
則
に
新
た
に
記
載

 

運
営
指
針
の
４
つ
の
ポ
イ
ン
ト

 

 
②

 
児
童
期
の
発
達
の
特
徴
を
３
つ
の
時
期
区
分
ご
と
に
整
理
す
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
発
達
過
程
を
踏
ま
え
て
集
団
の
中
で
の
子
ど
も
同
士

 
 
 

 
の
関
わ
り
を
大
切
に
し
て
育
成
支
援
を
行
う
際
の
配
慮
す
べ
き
事
項
等
を
第
２
章
に
新
た
に
記
載

 

 
③

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
「育
成
支
援
」の
具
体
的
な
内
容
を
子
ど
も
の
立
場
に
立
っ
た
観
点
か
ら
網
羅
的
に
記
載
す
る
と
と
も
に
、
 

 
 

 
障
害
の
あ
る
子
ど
も
や
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
よ
り
具
体
的
な
受
入
れ
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
や
留
意

 
 
 

 
す
べ
き
点
な
ど
も
加
味
し
て
、
第
３
章
に
新
た
に
記
載

 

 
④

 
運
営
主
体
が
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
子
ど
も
や
保
護
者
の
人
権
へ
の
配
慮
、
個
人
情
報
や
守
秘
義
務
の
遵
守
及
び
事
業
内
容
の
向
上
に

 
 
 

 
関
す
る
こ
と
な
ど
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
社
会
的
責
任
と
職
場
倫
理
等
に
つ
い
て
、
第
７
章
に
新
た
に
記
載

 

 
○

 
「放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
」の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
国
の
調
査
委
託
事
業
の
中
で
、
見
直
し
に
関
す
る
委
員
会
及
び
Ｗ
Ｇ
を
設
置
し
て
検
討
を
行
い
、
平
成

2
7
年

 
 

 
2
月
に
報
告
書
の
提
出
を
受
け
、
本
報
告
書
の
内
容
等
を
踏
ま
え
、
「放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
」を
策
定
し
た
。
 

 
 
 
委
員
会
等
の
メ
ン
バ
ー
は
、
以
下
の
と
お
り
。
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
（五
十
音
順
、
敬
称
略
、
◎
は
座
長
、
○
は
Ｗ
Ｇ
座
長
、
＊
は
Ｗ
Ｇ
メ
ン
バ
ー
） 

氏
 

 
名
 

所
 
 
 
 
 
 
 
 
属
 

氏
 
 
名
 

所
 
 
 
 
 
 
 
 
属
 

 
秋
元
 
紀
子
＊
 

  
飯
野
 
美
伽
＊
 

  
岡
部
 

 
浩
 

 
尾
木
 
ま
り
＊
 

  
小
野
 
さ
と
み
＊
 

◎
柏
女
 
霊
峰
 

 文
京
区
男
女
協
働
子
育
て
支
援
部
児
童
青
少
年
課

 
 湯

島
児
童
館
 主

査
 育

成
室
担
当
 

 目
黒
区
子
育
て
支
援
部
子
ど
も
家
庭
課
子
ど
も
家
庭
係

 
 母

子
自
立
支
援
員
・
婦
人
相
談
員

 
 千

葉
県
浦
安
市
こ
ど
も
部
青
少
年
課
長

 
 有

限
会
社
エ
ム
ア
ン
ド
エ
ム
イ
ン
ク

 
 子

ど
も
の
領
域
研
究
所
所
長

 
 東

京
都
町
田
市
南
大
谷
学
童
保
育
ク
ラ
ブ

 主
任
指
導
員

 
 淑

徳
大
学
総
合
福
祉
学
部
社
会
福
祉
学
科
教
授

 

 
佐
藤

 
晃
子
＊
 

 
田
丸

 
敏
高
 

 
中
川

 
一
良
＊
 

○
野
中

 
賢
治
＊
 

 
柳
澤

 
邦
夫
 

 ＜
事
務
局
＞

 
 
山
岡

 
由
加
子
＊
  九

州
産
業
大
学
非
常
勤
講
師

 
 福

山
市
立
大
学
教
育
学
部
児
童
教
育
学
科
教
授

 
 社

会
福
祉
法
人
健
光
園

 京
都
市
北
白
川
児
童
館
館
長
 

 鎌
倉
女
子
大
学
非
常
勤
講
師

 
 栃

木
県
上
三
川
町
立
北
小
学
校
長

 
   み

ず
ほ
情
報
総
研
株
式
会
社

 
 社

会
政
策
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
部
福
祉
・
労
働
課

 
 上

席
課
長
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○

 
第
１
章
か
ら
第
７
章
ま
で
の
構
成
で
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
育
成
支
援
の
内
容
や
運
営
に
関
す
る
留
意
す
べ
き
事
項
な
ど
を
網
羅
的
に
記
載
し
、

 
 

 
運
営
し
て
い
く
上
で
の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
て
い
る
。

 
 
○

 
各
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
、
こ
の
運
営
指
針
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
態
に
応
じ
て
創
意
工
夫
を
図
り
、
質
の
向
上
と
機
能
の
充
実
に
努
め
て
い
く
。

 

運
営
指
針
の
構
成

 

「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
」
の
概
要
①

 

 
    

 
１
．
総
則

 
 
２
．
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
役
割

 
 
３
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
育
成
支
援
の
基
本

 

第
１
章

 
総
則

 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
の
趣
旨
と
育
成
支
援
の
基
本
的
な
考
え
方
を
示
し
、
全
体
像
を
理
解
で
き
る
内
容
を
規
定

 

  1.子
ど
も
の
発
達
と
児
童
期

 
2..
児
童
期
の
発
達
の
特
徴

 
3.児
童
期
の
発
達
過
程
と
発
達
領
域

 
4.児
童
期
の
遊
び
と
発
達

 
5.子
ど
も
の
発
達
過
程
を
踏
ま
え
た
育
成
支
援
に
お
け
る
配
慮
事
項

 

第
２
章

 
事
業
の
対
象
と
な
る
子
ど
も
の
発
達

 

児
童
期
（6
～

12
歳
）の
発
達
の
特
徴
を

3
つ
の
時
期
区
分
ご
と
に
整
理
し
、
育
成
支
援
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
内
容
を
規
定

 

    
１
．
施
設
及
び
設
備

 
 
２
．
衛
生
管
理
及
び
安
全
対
策

 

省
令
基
準
に
基
づ
く
施
設
及
び
設
備
の
環
境
整
備
と
感
染
症
や
事
故

な
ど
へ
の
対
応
方
法
等
の
具
体
的
な
内
容
を
規
定

 

第
６
章

 
施
設
及
び
設
備
、
衛
生
管
理
及
び
安
全
対
策

 
    
１
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
社
会
的
責
任
と
職
場
倫
理

 
 
２
．
要
望
及
び
苦
情
へ
の
対
応

 
 
３
．
事
業
内
容
向
上
へ
の
取
り
組
み

 

第
７
章

 
職
場
倫
理
及
び
事
業
内
容
の
向
上

 

運
営
主
体
の
責
務
と
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
倫
理
意
識
の
自
覚
、

研
修
等
の
事
業
内
容
向
上
の
取
組
内
容
を
規
定

 

  １
．
職
員
体
制

 
 
２
．
子
ど
も
の
集
団
の
規
模

 
 
３
．
開
所
時
間
及
び
開
所
日

 
４
．
利
用
の
開
始
等
に
関
わ
る
留
意
事
項

 
 
５
．
運
営
主
体

 
６
．
労
働
環
境
整
備

 
 
７
．
適
正
な
会
計
管
理
及
び
情
報
公
開

 

第
４
章

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営

 
  １
．
学
校
と
の
連
携

 
２
．
保
育
所
、
幼
稚
園
等
と
の
連
携

 
３
．
地
域
、
関
係
機
関

 
と
の
連
携

 
４
．
学
校
、
児
童
館
を
活
用
し
て
実
施
す
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

 

第
５
章

 
学
校
及
び
地
域
と
の
関
係

 

省
令
基
準
に
基
づ
く
職
員
体
制
や
集
団
の
規
模
等
の
具
体
的
な
内
容
を
規
定

 
連
携
に
当
た
っ
て
の
情
報
交
換
等
の
必
要
性
や
方
法
等
の
内
容
を
規
定

 

    
 
１
．
育
成
支
援
の
内
容

 
 
２
．
障
害
の
あ
る
子
ど
も
へ
の
対
応

 
 
３
．
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
へ
の
対
応

 
 
４
．
保
護
者
と
の
連
携

 
 

 
５
．
育
成
支
援
に
含
ま
れ
る
職
務
内
容
と
運
営
に
関
わ
る
業
務

 

第
３
章

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
育
成
支
援
の
内
容

 

育
成
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
子
ど
も
が
主
体
的
に
過
ご
し
、
一
人
ひ
と
り
と
集
団
全
体
の
生
活
を
豊
か
に
し
て
い
く
た
め
に
必
要
と
な
る
援
助
の
具
体
的

な
方
法
や
障
害
の
あ
る
子
ど
も
な
ど
に
適
切
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
留
意
す
べ
き
こ
と
、
保
護
者
と
の
信
頼
関
係
の
構
築
な
ど
の
内
容
を
規
定

 

（
平
成
２
７
年
３
月
３
１
日
策
定
・
公
表
）
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運
営
指
針
の
主
な
内
容

 

「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
」
の
概
要
②

 

  ○
 
「子
ど
も
の
健
全
な
育
成
と
遊
び
及
び
生
活
の
支
援
」を
「育
成
支
援
」と
定
義
し
、
そ
の
基
本
的
考
え
方
と
し
て
、
子
ど
も
が
安
心
し
て
過
ご
せ
る
生
活
の
場
と
し
て

 
 

 
ふ
さ
わ
し
い
環
境
を
整
え
、
安
全
面
に
配
慮
し
な
が
ら
子
ど
も
が
自
ら
危
険
を
回
避
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
発
達
段
階
に
応
じ
た
主
体
的
な
遊
び

 
 

 
や
生
活
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
、
自
主
性
、
社
会
性
及
び
創
造
性
の
向
上
、
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
確
立
等
に
よ
り
、
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
。

 
 ○

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
役
割
と
し
て
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
理
念
に
基
づ
き
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
考
慮
し
て
育
成
支
援
を
推
進
し
、
学
校
や
地
域

 
 

 
の
様
々
な
社
会
資
源
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
保
護
者
と
連
携
し
て
育
成
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
家
庭
の
子
育
て
を
支
援
す
る
役
割
を
担
う
。

 

第
１
章

 
総
則

 

  ○
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
は
、
放
課
後
等
に
子
ど
も
の
発
達
段
階
に
応
じ
た
主
体
的
な
遊
び
や
生
活
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
放
課
後

 
 

 
児
童
支
援
員
等
は
、
子
ど
も
の
発
達
の
特
徴
や
発
達
過
程
を
理
解
し
、
発
達
の
個
人
差
を
踏
ま
え
て
一
人
ひ
と
り
の
心
身
の
状
態
を
把
握
し
な
が
ら
育
成
支
援
を
行
う

 
 

 
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

 
 ○

 
児
童
期
の
発
達
の
主
な
特
徴
と
し
て
は
、

 
 

 
・ 
も
の
や
人
に
対
す
る
興
味
が
広
が
り
、
そ
の
探
求
の
た
め
に
自
ら
を
律
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

 
 

 
・ 
学
校
、
地
域
な
ど
子
ど
も
が
関
わ
る
環
境
が
広
が
り
、
多
様
な
他
者
と
の
関
わ
り
を
経
験
す
る
よ
う
に
な
る

 
 

 
・ 
集
団
や
仲
間
で
活
動
す
る
機
会
が
増
え
、
そ
の
中
で
規
律
と
個
性
を
培
う
と
と
も
に
、
他
者
と
自
己
の
多
様
な
側
面
を
発
見
で
き
る
よ
う
に
な
る

 
 ○

 
児
童
期
の
発
達
過
程
は
個
人
差
が
大
き
く
、
目
安
と
し
て
、
お
お
む
ね
６
歳
～
８
歳
（低
学
年
）、
９
歳
～

10
歳
（中
学
年
）
、

11
歳
～

12
歳
（高
学
年
）の
３
つ
の
時
期
に

 
 

 
区
分
し
て
捉
え
、
そ
の
発
達
過
程
を
踏
ま
え
、
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
の
心
身
の
状
態
を
把
握
し
な
が
ら
、
集
団
の
中
で
の
子
ど
も
同
士
の
関
わ
り
を
大
切
に
し
て
育
成

 
 

 
支
援
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

 

第
２
章

 
事
業
の
対
象
と
な
る
子
ど
も
の
発
達

 

  ○
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
、
年
齢
や
発
達
の
状
況
が
異
な
る
多
様
な
子
ど
も
達
が
一
緒
に
過
ご
す
場
で
あ
り
、
放
課
後
児
童
支
援
員
等
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
の

 
 

 
発
達
の
特
徴
や
子
ど
も
同
士
の
関
係
を
捉
え
な
が
ら
適
切
に
関
わ
る
こ
と
で
、
一
人
ひ
と
り
と
集
団
全
体
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

 

 ○
 
育
成
支
援
に
当
た
っ
て
、
放
課
後
児
童
支
援
員
等
に
求
め
ら
れ
る
主
な
内
容
は
以
下
の
と
お
り
。

 

第
３
章

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
育
成
支
援
の
内
容

 

 
①
子
ど
も
が
自
ら
進
ん
で
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
通
い
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
援
助

 
 
②
子
ど
も
の
出
欠
席
と
心
身
の
状
態
を
把
握
し
た
適
切
な
援
助

 
 
③
子
ど
も
自
身
が
見
通
し
を
持
っ
て
主
体
的
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
す
る
援
助

 
 
④
日
常
生
活
に
必
要
と
な
る
基
本
的
な
生
活
習
慣
を
習
得
で
き
る
よ
う
に
す
る
援
助

 
 
⑤
子
ど
も
が
発
達
段
階
に
応
じ
た
主
体
的
な
遊
び
や
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
援
助

 
 
⑥
子
ど
も
が
自
分
の
気
持
ち
や
意
見
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
す
る
援
助

 
 
⑦
子
ど
も
に
と
っ
て
放
課
後
の
時
間
帯
に
栄
養
面
や
活
力
面
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
お
や
つ
の
適
切
な
提
供

 
 
⑧
子
ど
も
が
安
全
に
安
心
し
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
環
境
の
整
備
や
緊
急
時
に
適
切
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
援
助

 
 
⑨
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
の
子
ど
も
の
様
子
を
日
常
的
に
保
護
者
に
伝
え
、
家
庭
と
連
携
し
た
育
成
支
援
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「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
」
の
概
要
③

 

 ○
 
障
害
の
あ
る
子
ど
も
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
包
容
・参
加
（イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
）の
考
え
方
に
立
ち
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
利
用
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に

 
 

 
適
切
な
配
慮
及
び
環
境
整
備
を
行
い
、
可
能
な
限
り
受
入
れ
に
努
め
る
と
と
も
に
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
の
子
ど
も
達
と
の
生
活
を
通
し
て
共
に
成
長
で
き
る
よ
う
に
、

 
 

 
見
通
し
を
持
っ
て
計
画
的
な
育
成
支
援
を
行
う
。

 

 ○
 
児
童
虐
待
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
放
課
後
児
童
支
援
員
等
は
各
自
の
判
断
だ
け
で
対
応
す
る
こ
と
は
避
け
、
運
営
主
体
の
責
任
者
と
協
議
の
上
で
、
市
町
村

 
 

 
又
は
児
童
相
談
所
に
速
や
か
に
通
告
し
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て
適
切
な
対
応
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 ○
 
放
課
後
児
童
支
援
員
等
は
、
子
ど
も
の
家
庭
環
境
に
つ
い
て
も
配
慮
し
、
家
庭
で
の
養
育
に
つ
い
て
特
別
の
支
援
が
必
要
な
状
況
を
把
握
し
た
場
合
に
は
、
子
ど
も

 
 

 
と
保
護
者
の
安
定
し
た
関
係
の
維
持
に
留
意
し
つ
つ
、
市
町
村
や
関
係
機
関
と
連
携
し
て
適
切
な
支
援
に
つ
な
げ
る
よ
う
に
努
め
る
。

 

 ○
 
子
ど
も
の
遊
び
や
生
活
の
様
子
を
日
常
的
に
保
護
者
に
伝
え
、
子
ど
も
の
状
況
に
つ
い
て
家
庭
と
情
報
を
共
有
す
る
と
と
も
に
、
育
成
支
援
を
通
じ
て
保
護
者
と
の

 
 

 
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
に
努
め
る
。

 

  ○
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
は
、
年
齢
や
発
達
の
状
況
が
異
な
る
子
ど
も
を
同
時
に
か
つ
継
続
的
に
育
成
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
、
安
全
面
で
の
管
理
が
必
要
で

 
 

 
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
支
援
の
単
位
ご
と
に
２
人
以
上
の
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
置
く
こ
と
と
し
、
そ
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
の
受
入
れ
準
備
や
打
合
せ
、

 
 

 
育
成
支
援
の
記
録
作
成
等
、
開
所
時
間
の
前
後
に
必
要
と
な
る
時
間
を
前
提
と
し
て
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

 

 ○
 
子
ど
も
集
団
の
規
模
（支
援
の
単
位
）は
、
子
ど
も
が
相
互
に
関
係
性
を
構
築
し
た
り
、
１
つ
の
集
団
と
し
て
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
共
に
生
活
し
た
り
、
放
課
後
児
童
支
援

 
 

 
員
等
が
個
々
の
子
ど
も
と
信
頼
関
係
を
築
い
た
り
で
き
る
規
模
と
し
て
、
お
お
む
ね

40
人
以
下
と
す
る
。

 

 ○
 
開
所
時
間
に
つ
い
て
は
、
学
校
の
授
業
の
休
業
日
は
１
日
に
つ
き
８
時
間
以
上
、
そ
れ
以
外
の
日
は
１
日
に
つ
き
３
時
間
以
上
、
開
所
日
に
つ
い
て
は
、
１
年
に
つ
き

 
 

 
25

0
日
以
上
を
原
則
と
し
て
、
保
護
者
の
就
労
時
間
、
学
校
の
授
業
の
終
了
時
刻
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
等
を
考
慮
し
て
、
当
該
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
ご
と
に
設
定

 
 

 
す
る
が
、
新
１
年
生
に
つ
い
て
は
、
保
育
所
と
の
連
続
性
を
考
慮
し
、
４
月
１
日
よ
り
受
け
入
れ
を
可
能
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

 ○
 
運
営
主
体
は
、
利
用
を
希
望
す
る
保
護
者
等
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
新
１
年
生
の
環
境
変
化
に
配
慮
し
て
、
利
用
の
開
始
の
前
に
、
子
ど
も
や
家
庭

 
 

 
の
状
況
、
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
及
び
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
の
過
ご
し
方
に
つ
い
て
十
分
に
保
護
者
等
と
情
報
交
換
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

 

 ○
 
運
営
主
体
は
、
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
労
働
実
態
や
意
向
を
把
握
し
、
放
課
後
児
童
支
援
員
等
が
健
康
で
意
欲
を
持
っ
て
就
業
で
き
る
よ
う
に
、
労
働
環
境
の

 
 

 
整
備
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

 

第
４
章

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営

 

  ○
 
子
ど
も
の
生
活
の
連
続
性
を
保
障
す
る
た
め
に
、
学
校
と
の
情
報
交
換
や
情
報
共
有
、
職
員
同
士
の
交
流
等
を
、
日
常
的
、
定
期
的
に
積
極
的
に
行
い
、
そ
の
実
施

 
 

 
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
や
秘
密
の
保
持
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
取
り
決
め
て
お
く
。

 

 ○
 
新
１
年
生
の
子
ど
も
の
発
達
と
生
活
の
連
続
性
を
保
障
す
る
た
め
に
、
保
育
所
、
幼
稚
園
等
と
子
ど
も
の
状
況
に
つ
い
て
情
報
交
換
や
情
報
共
有
を
行
う
。

 

第
５
章

 
学
校
及
び
地
域
と
の
関
係
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「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
」
の
概
要
④

 

  ○
 
運
営
主
体
は
、
社
会
的
信
頼
を
得
る
と
と
も
に
、
法
令
を
遵
守
し
、
子
ど
も
や
保
護
者
の
人
権
に
十
分
配
慮
し
な
が
ら
、
一
人
ひ
と
り
の
人
格
を
尊
重
す
る
な
ど
、
す
べ

 
 

 
て
の
放
課
後
児
童
支
援
員
等
が
職
場
倫
理
を
自
覚
し
て
職
務
に
当
た
る
よ
う
に
組
織
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

 

 ○
 
放
課
後
児
童
支
援
員
等
は
、
仕
事
を
進
め
る
上
で
の
倫
理
を
自
覚
し
て
、
育
成
支
援
の
内
容
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 ○
 
子
ど
も
や
保
護
者
等
か
ら
の
要
望
や
苦
情
に
対
し
て
は
、
迅
速
か
つ
適
切
に
、
誠
意
を
持
っ
て
対
応
し
、
そ
の
内
容
や
対
応
に
つ
い
て
職
員
間
で
共
有
す
る
。

 

 ○
 
放
課
後
児
童
支
援
員
等
は
、
情
報
交
換
や
情
報
共
有
を
図
り
、
事
例
検
討
を
行
う
な
ど
相
互
に
協
力
し
て
自
己
研
鑽
に
励
み
、
育
成
支
援
に
当
た
っ
て
の
課
題
等
に

 
 

 
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
事
業
内
容
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
。

 

 ○
 
運
営
主
体
は
、
職
場
内
で
の
教
育
訓
練
や
研
修
の
み
な
ら
ず
、
職
場
を
離
れ
て
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
、
そ
の
参
加
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
職
員
が
自
発
的
、

 
 

 
継
続
的
に
研
修
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
、
研
修
受
講
計
画
を
策
定
す
る
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

 

 ○
 
運
営
主
体
は
、
そ
の
運
営
の
内
容
に
つ
い
て
自
己
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
に
努
め
、
評
価
を
行
う
際
に
は
、
子
ど
も
や
保
護
者
の
意
見
を
取
り

 
 

 
入
れ
て
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
職
員
間
で
共
有
し
、
事
業
内
容
の
向
上
に
生
か
す
。

  
   ○

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
は
、
子
ど
も
が
安
全
に
安
心
し
て
過
ご
し
、
体
調
の
悪
い
時
等
に
静
養
す
る
こ
と
が
で
き
る
生
活
の
場
と
し
て
の
機
能
と
、
遊
び
等
の
活
動

 
 

 
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
備
え
た
専
用
区
画
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
面
積
は
、
子
ど
も
１
人
に
つ
き
お
お
む
ね

1.
65
㎡
以
上
を
確
保
し
、
室
内
の
レ
イ
ア
ウ
ト
や
装
飾
、

 
 

 
採
光
等
に
も
配
慮
し
、
子
ど
も
が
心
地
よ
く
過
ご
せ
る
よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

 

 ○
 
衛
生
及
び
安
全
が
確
保
さ
れ
た
設
備
を
備
え
、
生
活
に
必
要
な
備
品
、
遊
具
及
び
図
書
を
備
え
る
。
ま
た
、
日
常
の
衛
生
管
理
に
努
め
、
医
療
品
を
備
え
る
。

 

 ○
 
事
故
や
ケ
ガ
を
防
止
す
る
た
め
に
、
室
内
及
び
屋
外
の
環
境
の
安
全
性
に
つ
い
て
毎
日
点
検
し
、
必
要
な
補
修
等
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
防
止
に
向
け
た
対
策
や

 
 

 
発
生
時
の
対
応
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
間
で
共
有
す
る
。

 

 ○
 
お
や
つ
の
提
供
に
際
し
て
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
事
故
、
窒
息
事
故
等
を
防
止
す
る
た
め
、
放
課
後
児
童
支
援
員
等
は
応
急
対
応
に
つ
い
て
学
ん
で
お
く
。

 

 ○
 
運
営
主
体
は
、
市
町
村
と
の
連
携
の
も
と
に
災
害
等
の
発
生
に
備
え
て
具
体
的
な
計
画
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
定
期
的
に
（少
な
く
と
も
年
２
回
以
上
）訓
練
を

 
 

 
行
う
な
ど
し
て
適
切
か
つ
迅
速
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
。
ま
た
、
外
部
か
ら
の
不
審
者
等
の
侵
入
防
止
の
措
置
や
訓
練
な
ど
の
対
応
を
図
る
。

 

第
６
章

 
施
設
及
び
設
備
、
衛
生
管
理
及
び
安
全
対
策

 

第
７
章

 
職
場
倫
理
及
び
事
業
内
容
の
向
上

 

 ○
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
通
う
子
ど
も
の
生
活
に
つ
い
て
地
域
の
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
治
会
・町
内
会
や
民
生
委
員
・児
童
委
員
（主
任
児
童
委
員
）等
の

 
 

 
地
域
組
織
や
子
ど
も
に
関
わ
る
関
係
機
関
等
と
情
報
交
換
や
情
報
共
有
、
相
互
交
流
を
図
る
と
と
も
に
、
事
故
、
犯
罪
、
災
害
等
か
ら
子
ど
も
を
守
る
た
め
、
地
域
住
民

 
 

 
と
連
携
、
協
力
し
て
子
ど
も
の
安
全
を
確
保
す
る
取
り
組
み
を
行
う
。

 

 ○
 
児
童
館
の
中
で
実
施
す
る
場
合
は
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
通
う
子
ど
も
の
育
成
支
援
の
環
境
及
び
水
準
が
担
保
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
。
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○
 
平
成
２
８
年
度
予
算
案

 
3
7
,3

4
0
千
円
（

 モ
デ
ル
児
童
館
１
か
所
あ
た
り

 
3
,7

3
4
千
円

 ✕
 1

0
か
所

 ）
 

３
．
要
求
内
容

 

児
童
館
等
に
お
け
る
「
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
開
発
・
普
及
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
委
託
費
）

 

  
 
平
成

2
7
年
度
に
社
会
保
障
審
議
会
児
童
部
会
の
下
に
設
置
し
た
「
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
関
す
る
専
門
委
員
会
（
以
下
、
「
専
門
委
員
会
」
と
い

 
 
う
。
）
」
に
お
い
て
、
時
代
の
要
請
に
対
応
し
た
障
害
児
や
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
を
含
め
た
新
た
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と

 
 
と
し
て
い
る
が
、
特
に
、
発
達
障
害
な
ど
子
ど
も
の
特
性
を
踏
ま
え
た
取
組
を
推
進
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
全
国
的
な
普
及
啓
発
を
図
る
た
め
、
専
門

 
 
委
員
会
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
践
事
例
の
把
握
を
行
う
と
と
も
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
積
極
的
に
実
践
し
て
い
る
、
ま
た
は
実
践
し
よ
う

 
 
と
し
て
い
る
児
童
館
を
選
定
（
指
定
）
す
る
。

 
 
当
該
経
費
は
、
モ
デ
ル
的
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
子
ど
も
の
成
長
発
達
段
階
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
効
果

 
を
も
た
ら
す
の
か
な
ど
を
分
析
し
、
ひ
い
て
は
、
地
域
の
児
童
館
等
が
果
た
す
べ
き
機
能
及
び
役
割
に
つ
い
て
の
検
証
、
検
討
に
資
す
る
た
め
の
調
査

 
研
究
を
実
施
す
る
。

 

１
．
調
査
主
旨

 

２
．
実
施
内
容

 

 
○

 
専
門
委
員
会
に
お
い
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
践
事
例
の
把
握
及
び
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
践
す
る
児
童
館
（
以
下
、
「
モ
デ
ル

 
 

 
児
童
館
」
と
い
う
。
）
を
１
０
か
所
選
定
（
指
定
）

 

 
 
→

 
モ
デ
ル
児
童
館
の
選
定
（
指
定
）
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
館
等
の
規
模
、
地
域
性
及
び
利
用
者
の
年
齢
等
を
考
慮

 

① 調 査 研 究 委 員 会 の 設 置 

② プ ロ グ ラ ム の 実 施 

・
モ
デ
ル
児
童
館
に
お
い
て
、
効
果
的
に

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
践
す
る
た
め
に
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
講
師
、
地
域
の
有
識
者
、
児
童
館

職
員
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
調
査
研
究
委
員

会
を
設
置

 

・
具
体
的
な
実
施
方
法
、
実
施
体
制
、
実

施
時
期
な
ど
に
つ
い
て
検
討

 

・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施

 
 
→

 
調
査
研
究
の
成
果
と
し
て
記
録
す
る

た
め
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
ま
で
の
検
討

経
過
や
実
施
内
容
、
参
加
者
の
声
な
ど

を
収
録
し
た

D
V

D
を
作
成

 

・
事
後
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

 

・
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
の
事
前
打
ち
合
わ
せ

 

③ 報 告 書 の 作 成 

・
調
査
研
究
委
員
会
に
お
い
て
、
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
実
施
内
容
や
参
加
者
の
反
応
、
プ

ロ
グ
ラ
ム
実
施
の
効
果
な
ど
を
ま
と
め
た

報
告
書
を
作
成

 

・
報
告
書
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
実
践

し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
子
ど
も
の
成
長
発
達

段
階
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た

ら
す
の
か
な
ど
の
観
点
も
取
り
入
れ
る
よ

う
留
意

 

モ
デ
ル
児
童
館
に
お
け
る
取
組
内
容
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現
状
と
課
題

 
提

 
 

 
 

 
言

 

 ■
活
動
の
範
囲

 
 
・
業
務
の
範
囲
を
超
え
た
活
動

 
 
・
法
律
等
に
よ
る
「
協
力
」
、
「
連
携
」
に
よ
る
過
剰
な
業
務

 
 
・
「
個
別
支
援
活
動
」
、
「
民
児
協
活
動
」
、
「
地
域
の
福
祉
活
動
」
の
バ
ラ
ン
ス

 
 
・
「
見
守
り
」
は
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
中
心
的
に
行
う
べ
き
も
の
と
い
う
雰
囲
気

 
  ■
求
め
ら
れ
る
役
割
の
多
様
化
と
負
担

 
 
・
世
帯
の
課
題
の
複
雑
化
・多
様
化
に
よ
る
支
援
の
困
難
性

 
 
・
居
住
環
境
（
大
規
模
高
層
住
宅
、
市
町
村
合
併
）
に
よ
る
定
数
基
準
の
妥
当
性

 
 
・
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
中
の
事
故
等
へ
の
対
応

 
 
・
経
験
の
少
な
さ
（
Ⅰ
期
、
Ⅱ
期
（

6
年
未
満
）
が

6
割
）

 
 
・
地
域
で
の
様
々
な
「
充
て
職
」

 
  ■
対
応
す
る
問
題
の
複
雑
化
・
多
様
化
と
力
量

 
 
・
経
歴
に
よ
る
福
祉
へ
の
精
通
度
合
い

 
 
・
生
活
困
窮
者
や
複
雑
・
多
様
化
す
る
世
帯
の
問
題
へ
の
理
解

 
 
・
認
知
症
高
齢
者
、
障
害
者
な
ど
の
特
性
へ
の
理
解

 
・
外
国
籍
住
民
へ
の
対
応

 

■
災
害
時
の
活
動

 
 
・
広
範
囲
な
活
動
範
囲
と
時
間
的
、
財
政
的
な
負
担

 
 
・
避
難
生
活
の
長
期
化
に
よ
る
心
の
健
康
問
題
等
の
専
門
職
と
の
連
携

 
 
・
避
難
行
動
要
支
援
者
の
避
難
支
援
の
直
接
の
担
い
手
と
し
て
の
期
待

 

■
個
人
情
報
の
取
扱
と
関
係
機
関
と
の
情
報
共
有

 
 
・
要
支
援
者
情
報
の
行
政
や
関
係
機
関
か
ら
の
提
供

 
 
・
個
人
情
報
の
取
扱
に
関
す
る
理
解

 
 
・
自
治
会
や
町
内
会
、
福
祉
協
力
員
と
の
情
報
共
有

 

    ■
活
動
へ
の
支
援
・協
力
体
制

 
 
・
サ
ポ
ー
ト
体
制

 
 
・
専
門
職
と
の
関
わ
り

 
 
・
連
合
民
児
協
、
単
位
民
児
協
機
能
の
強
化

 
    ■
社
会
的
な
理
解
の
促
進
と
継
続
性
の
確
保

 
 
・
民
生
委
員
制
度
・
活
動
の
理
解
（
行
政
や
関
係
機
関
、
地
域
住
民
）

 
 
・
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
制
度
・
活
動
に
対
す
る
理
解

 
 
・
児
童
委
員
・
主
任
児
童
委
員
制
度
・
活
動
の
役
割
に
対
す
る
周
知

 
 
・
新
任
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
対
す
る
制
度
・
活
動
に
対
す
る
説
明

 

 （１
）

 活
動
へ
の
支
援
の
充
実

 
 
①

 民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
安
心
し
て
活
動
す
る
た
め
の
取
組

 
 

 
 
・
保
険
制
度

 
 
②

 民
生
委
員
・
児
童
委
員
、
民
児
協
活
動
へ
の
支
援

 
 

 
 
・
活
動
費

 
 

 
・
行
政
の
サ
ポ
ー
ト
体
制

 
 

 
 
・
関
係
機
関
と
の
連
携

 
 
・
地
域
福
祉
計
画
へ
の
位
置
づ
け

 
 
③

 災
害
時
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
へ
の
支
援

 
 （２
）

 力
量
を
高
め
る
取
組

 
 
①

 研
修
の
充
実

 
 
②

 都
道
府
県
等
に
お
け
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
の
評
価

 
 
③

 民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
に
参
加
で
き
る
よ
う
職
場
、
家
族
、

 
   

   
  地
域
団
体
の
理
解
と
協
力
の
促
進

 

早
期
に
対
応
で
き
る
も
の

 

（３
）

 自
治
体
等
の
理
解
の
促
進
に
向
け
た
取
組
（
主
に
制
度
） 

 
①

 民
生
委
員
・
児
童
委
員
制
度
・
活
動
の
正
し
い
理
解
の
促
進

 
 
②

 個
人
情
報
の
取
扱
い
の
適
切
な
理
解
に
よ
る
活
動
し
や
す
い

 
 

 
  環
境
づ
く
り

 

（４
）

 国
民
の
理
解
の
促
進
に
向
け
た
取
組
（主
に
活
動
）

 
 
①

 創
意
工
夫
に
よ
る
広
報
へ
の
取
組

 
 
②

 「
な
り
手
」
不
足
の
解
消
に
向
け
た
試
み

 

 ①
 民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
範
囲
に
係
る
他
制
度
の
整
理

 
 ②

 時
代
の
変
遷
に
即
し
た
定
数
基
準
や
区
域
の
見
直
し

 
 ③

 研
修
等
に
よ
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
「
な
り
手
」
へ
の
仕
組
み
づ
く
り

 
 ④

 民
児
協
、
単
位
民
児
協
事
務
局
機
能
の
強
化

 

時
間
を
か
け
て
慎
重
に
検
討
す
る
も
の

 

「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
環
境
の
整
備
に
関
す
る
検
討
会
」
報
告
書
の
概
要

 

0
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2
0
1
6
年 ７
月

・
物
品
発
送
時
期
等
に
係
る
事
務
連
絡

・
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

厚
労
省

厚
生
局

自
治
体

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

定
数
報
告
、
物
品
必
要
数
報
告

８
月
末
〆

推
薦
名
簿
、
感
謝
状
名
簿
提
出

９
月
末
〆

委
嘱
状
、
解
嘱
状
、
感
謝
状
等
発
送

直
接
自
治
体
へ
（
１
０
月
上
旬
頃
）

徽
章
発
送

直
接
自
治
体
へ
（
１
０
月
下
旬
頃
）

一
斉
改
選

自
治
体
あ
て
（
７
月
下
旬
頃
）

平
成
２
８
年

 
民
生
委
員
・
児
童
委
員
、
主
任
児
童
委
員
の
一
斉
改
選
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
予
定
）
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民
生
委
員
制
度
１
０
０
周
年
記
念
事
業
基
本
計
画

 
１

 
趣
旨

 
 
 
平
成
２
９
年
は
、
民
生
委
員
制
度
の
源
で
あ
る
大
正
６
年
に
岡
山
県
で
発
足
し
た
「
済
世
顧
問
制
度
（
※
）
」
の
創
設
か
ら

 
 

 
 
１
０
０
周
年
を
迎
え
、
１
世
紀
と
い
う
大
き
な
節
目
の
年
に
あ
た
る
。

 
 
 
全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
会
で
は
、
民
生
委
員
制
度
や
そ
の
活
動
の
あ
ゆ
み
を
総
括
し
、
そ
の
果
た
し
て
き
た
役
割
を

 
 

 
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
お
け
る
活
動
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
で
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
制
度
の
さ
ら
な
る
発
展

 
 
と
活
動
の
充
実
を
図
る
た
め
、
１
０
０
周
年
記
念
事
業
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

 
         ２

 
実
施
期
間

 
平
成
２
７
年
４
月
～
平
成
３
０
年
３
月
（
３
年
間
）

 
 ３

 
主
な
取
り
組
み

 
 
（
１
）
１
０
０
周
年
記
念
大
会
の
開
催
（
平
成
２
９
年
）

 
 
（
２
）
１
０
０
年
通
史
の
作
成

 
 
（
３
）
全
国
モ
ニ
タ
ー
調

 
 

 
 
 

 
・
全
国
2
3
万
人
と
い
う
組
織
力
を
生
か
し
、
全
国
的
な
福
祉
課
題
の
調
査

 
 
（
４
）
重
層
的
な
広
報
（
Ｐ
Ｒ
）
活
動

 
 
 

 
 
・
報
道
関
係
機
関
へ
の
働
き
か
け
や
全
国
的
な
広
報
活
動

 
 
（
５
）
こ
れ
か
ら
の
民
生
委
員
制
度
や
そ
の
活
動
に
関
す
る
提
言

 
 
 

 
 
・
民
生
委
員
自
ら
が
現
状
と
課
題
を
整
理
し
つ
つ
、
自
ら
が
提
言

 
 
（
６
）
機
運
醸
成
の
た
め
の
取
り
組
み

 
 

 
 

 
・
１
０
０
周
年
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
の
作
成

 
 
 

 
 
・
ス
ロ
ー
ガ
ン
（
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
）
の
決
定

 
 
 
 
 
・
ピ
ン
バ
ッ
ジ
等
の
作
成

 
    
 
 
 
 

 

 ※
済
世
顧
問
制
度
・・
・・
大
正

5
年

5
月
、
宮
中
で
開
催
さ
れ
た
地
方
長
官
会
議
の
場
で
、
当
時
の
岡
山
県
知
事
笠
井
信
一
氏
は
、
大
正
天
皇
か
ら

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
「県
下
の
貧
し
い
人
々
の
状
況
は
ど
う
か
」
と
ご
下
問
を
受
け
、
知
事
は
岡
山
県
内
の
貧
困
状
況
を
調
査
し
、
悲
惨
な
生
活

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
状
況
に
あ
る
も
の
が
県
下
の
１
割
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
事
態
の
重
大
さ
に
知
事
は
日
夜
研
究
を
重
ね
、
ド
イ
ツ
の

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
市
で
行
わ
れ
て
い
る
「救
貧
委
員
制
度
」を
参
考
に
、
大
正

6
年

5
月
「
済
世
顧
問
設
置
規
程
」
を
公
布
し
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
民
生
委
員
制
度
の
源
と
言
わ
れ
る
済
世
顧
問
制
度
が
生
ま
れ
た
。
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「
第
４
回
健
康
寿
命
を
の
ば
そ
う
！
ア
ワ
ー
ド
（
母
子
保
健
分
野
）
」
に
つ
い
て

 

平
成

2
7
年
度
よ
り
、
「健
や
か
親
子
２
１
（
第
２
次
）
」
の
推
進
に
資
す
る
母
子
の
健
康
増
進
を
目
的
と
す
る
優
れ
た
取
組

を
行
っ
て
い
る
企
業
・
団
体
・
自
治
体
を
表
彰
し
、
こ
れ
を
広
く
国
民
に
周
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
世
代
の
す
こ

や
か
な
暮
ら
し
を
支
え
る
良
好
な
社
会
環
境
の
構
築
を
推
進
。

 
 

  
応
募
期
間
：

 平
成

2
7
年
７
月
１
日
（
水
）
～
平
成

2
7
年
８
月

3
1
日
（
月
）
 
表
彰
式
：
平
成

2
7
年

1
1
月

1
6
日
（
月
）

 
 
応
募
数
：
 
企
業
部
門

1
0
件

 
団
体
部
門

2
3
件

 
自
治
体
部
門

1
5
件

 
 
合
計

4
8
件

 
 【
厚
生
労
働
大
臣

 最
優
秀
賞
】
（１
件
）
 

 
 
住
友
生
命
保
険
相
互
会
社

 
「ス
ミ
セ
イ

 ア
フ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」 

 【
厚
生
労
働
大
臣

 優
秀
賞
】
（３
件
）

 
 
＜
企
業
部
門
＞
広
島
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会
社

 
「子
育
て
応
援
団

 感
染
症
の
予
防
ク
ロ
ス
メ
デ
ィ
ア
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

 
 
＜
団
体
部
門
＞
認
定

N
P

O
 法
人
難
病
の
こ
ど
も
支
援
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
「慢
性
疾
病
・難
病
や
障
害
の
あ
る
子
ど
も
と
そ
の
家
族
へ
の
支
援
活
動
」

 
 
＜
自
治
体
部
門
＞
大
阪
市
東
淀
川
区
（大
阪
府
）
 
「東
淀
川
区
４
・５
歳
児
就
学
前
子
育
て
支
援
事
業
」

 
 【
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

 優
良
賞
】
（３
件
）

 
 
＜
団
体
部
門
＞
公
益
社
団
法
人
群
馬
県
助
産
師
会

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
「い
の
ち
の
現
場
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

 助
産
師
の
『生
ま
れ
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
』プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

 
 
＜
自
治
体
部
門
＞

 
 

 
大
分
県

 
 

 
 

 
「『
ヘ
ル
シ
ー
ス
タ
ー
ト
お
お
い
た
』に
よ
る
妊
娠
期
か
ら
の
切
れ
目
な
い
支
援
体
制
の
構
築
」

 
 

 
小
牧
市
（愛
知
県
）

 
 

 
 
「母
子
保
健
推
進
協
議
会
か
ら
発
信
す
る
親
子
の
自
己
肯
定
感
の
醸
成
＝
『心
豊
か
に
い
き
い
き
と
生
き
る
力
』

 
 

 
 

 
を
も
つ
子
ど
も
の
成
長
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
＝
」

 
  
※
取
組
概
要
：

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.m

h
lw

.g
o

.jp
/s

tf
/h

o
u

d
o

u
/0

0
0

0
1

0
4

7
0

0
.h

tm
l 

第
５
回
（
平
成

2
8
年
度
）
以
降
も
継
続
予
定
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子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）
の
概
要

 

援
助
を
受
け
た
い
会
員

 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

 

〔
相
互
援
助
組
織
〕

 

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

 

援
助
を
行
い
た
い
会
員

 

援
助
の
申
し
入
れ

 
援
助
の
打
診

 

 
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
（フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・セ
ン
タ
ー
事
業
）は
、
乳
幼
児
や
小
学
生
等
の
児
童
を
有
す
る
子
育
て
中
の
労
働
者

や
主
婦
等
を
会
員
と
し
て
、
児
童
の
預
か
り
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
と
当
該
援
助
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
者
と
の
相
互
援
助
活

動
に
関
す
る
連
絡
、
調
整
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

 
 
平
成
２
１
年
度
か
ら
は
、
病
児
・病
後
児
の
預
か
り
、
早
朝
・夜
間
等
の
緊
急
時
の
預
か
り
な
ど
の
事
業
（病
児
・緊
急
対
応
強
化
事
業
）
を

行
っ
て
い
る
。

 
 
な
お
、
本
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
７
年
度
か
ら
「次
世
代
育
成
支
援
対
策
交
付
金
（ソ
フ
ト
交
付
金
）」
、
平
成
２
３
年
度
か
ら
「子
育
て
支
援

交
付
金
」、
平
成
２
４
年
度
補
正
予
算
に
よ
り
「安
心
こ
ど
も
基
金
」へ
移
行
し
た
。
平
成
２
６
年
度
は
「保
育
緊
急
確
保
事
業
」と
し
て
実
施
し
た
。

 
 
さ
ら
に
、
平
成
２
７
年
度
か
ら
は
、

 「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」に
お
い
て
、
「地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
」の
１
つ
に
位
置
づ
け
ら

れ
、
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
」に
て
実
施
し
て
い
る
。

 

○
相
互
援
助
活
動
の
例

 
 
・
保
育
施
設
ま
で
の
送
迎
を
行
う
。

 
 
・保
育
施
設
の
開
始
前
や
終
了
後
又
は
学
校
の
放
課
後
、

 
 

 
 

 
子
ど
も
を
預
か
る
。

 
 
・
保
護
者
の
病
気
や
急
用
等
の
場
合
に
子
ど
も
を
預
か
る
。

 
 
・
冠
婚
葬
祭
や
他
の
子
ど
も
の
学
校
行
事
の
際
、
子
ど
も
を
預
か
る
。

 
 
・
買
い
物
等
外
出
の
際
、
子
ど
も
を
預
か
る
。

 
 
・
病
児
・病
後
児
の
預
か
り
、
早
朝
・夜
間
等
の
緊
急
預
か
り
対
応

 
 
（
平
成
２
１
年
度
か
ら
）
 

 ○
実
施
市
区
町
村

 ※
平
成
２
６
年
度
交
付
決
定
ベ
ー
ス

 
 

 （
 
）は
平
成
２
５
年
度
末
実
績

 
 
・
基
本
事
業

 
７
７
４
（
７
３
８
）
市
区
町
村

 
 
・
病
児
･緊
急
対
応
強
化
事
業

 
１
３
８
（
１
３
２
）
市
区
町
村

 
 ○
会
員
数

 
※
平
成
２
６
年
度
交
付
決
定
ベ
ー
ス

 
  
（ 
）は
平
成
２
５
年
度
末
実
績

 
 

 
・
依
頼
会
員
（援
助
を
受
け
た
い
会
員
） 
４
７
５
，
１
０
５
人
（４
６
６
，
２
８
７
人
）
 

 
・提
供
会
員
（援
助
を
行
い
た
い
会
員
） 
１
２
３
，
８
１
９
人
（１
２
３
，
１
７
３
人
）
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